
４　訪問リハビリテーション費

注 注 注

リハビリテーションマネ
ジメント加算（Ⅰ）

リハビリテーションマネ
ジメント加算（Ⅱ）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

１日につき
＋２００単位

１月につき
＋６０単位

１月につき
＋１５０単位

介護老人保健施設の場合

ﾛ 社会参加支援加算   (１日につき　１７単位を加算)

ﾊ サービス提供体制強化加算
　（１回につき　＋６単位）

基本部分

注
事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合

中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算

短期集中リハビリテー
ション実施加算

イ 訪問リハビリテーション費

病院又は診療所の場合

１回につき　３０２単位 ×９０／100 ＋５／100




